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鶴岡市におかれましては、新型コロナウイルス感染対策や地域経済の

維持回復に向けた各種支援策を講じていただいており感謝申し上げます。 

しかしながら、昨年末には新型コロナウイルスの感染状況が比較的落

ち着いていたものの、年明けから感染力の強い新たなオミクロン株の感

染が拡大し、鶴岡市においても、１月２７日よりまん延防止等重点措置

が適用され、市内事業者の経営への影響は深刻の度を一段と増しており、

地域経済に更に甚大なダメージを及ぼすことが懸念されます。 

 特に、飲食・宿泊業界は、このたびの重点措置の適用により、またも

や苦境に立たされることとなり、その影響は裾野の広い関連業種（卸、

小売、運輸・交通、サービスなど）にも拡大しています。売上が大きく

減少し、閉店や廃業せざるを得ない事業者が増加しています。 

今後、さらに運転資金の枯渇やコロナ資金返済の不能により廃業等が

広がっていくことが懸念され、このままでは、地域経済に致命的な影響

を及ぼし回復困難な状況にまで至るのではないかという不安の声が、当

会議所会員からも多く寄せられております。 

つきましては、こうした事業者の窮状と地域経済の極めて厳しい局面

をご理解いただき、市内事業者の存続に向けた一層の支援、及び消費喚

起など地域経済の活性化に向けた思い切った対策を講じていただきます

ようお願い申し上げます。併せて、国や県に対しても、地域経済への梃

子入れ策の拡充などを働きかけていただき、地域事業者の経営継続が図

られ、市民生活が守られますよう、下記の事項について特段のご高配を

賜りたく緊急に要望申しあげます。 

 

 



記 

 

１．まん延防止等重点措置による飲食、宿泊事業者支援だけでなく広く

影響を受ける関連事業者への支援拡充 

・卸、小売など、飲食、宿泊への納入等関連事業者 

・ハイヤー、代行車、バス等の運輸・交通事業者 など 

２．宿泊施設の固定資産税相当額の支援補助（共同給湯施設会社への補

助を含む）や広告宣伝費等支援 

３．消費拡大・活性化に向けた電子決済やクーポン券による再度の消費

喚起策 

４．返済期限の迫っている各種コロナ融資の返済猶予等要件緩和策及び

事業者に寄り添った返済支援 

５．雇用調整助成金の更なる措置期間の延長 

６．アフターコロナも見据えた中期的視点での地域経済活性化 

 ・コロナ後に景気が順調に回復するための総合対策 

（他地域に後れを取ることの無いよう地域の消費活性化と域外 

誘客のための準備施策） 

・急激な物価上昇に対応した経営支援など実情に合わせた対策の

積重ね 

・市街地の小売店、宿泊・観光事業者への支援策となる中心市街

地活性化 

７．コロナ回復までの間の時限的に可能な市税や市公共料金などの事業

者・市民負担の一律軽減 

８．休校措置による学校給食など食料品等の公共発注のキャンセル時の

損失救済 

９．歓送迎会等のイベント・会合における食事持帰り運動等の普及ＰＲ 

・感染状況に合わせ、飲食店、宿泊施設等の会場ではセレモニー 

 のみとし、会食は行わず料理の持帰りなど 

・職場、家庭でのテイクアウト利用の促進 

10．資材価格の高騰や流通障害に対する対策 

・公共工事における資材価格を適切に設計価格に反映するととも

に工期の柔軟な設定など 



11．ワクチンの職域優先接種や職域接種実施への支援 

・飲食、宿泊事業者、バス・タクシー等旅客運送事業者、接客を

伴うエッセンシャルワーカー事業者など 

12．感染の現状に合わせた若年層への優先接種も含めた迅速なワクチン

接種 

13．従業員の検査のための事業者における抗体検査キット等調達・確保

に関する支援 

14．事業者が濃厚接触者の判断を独自で行えるための基準などの明示 

・保健所の業務ひっ迫を補うため、従業員や家族の感染時などに

事業者が独自に濃厚接触者を判断できるための公式な基準や対

処方法の明示 

15．電子申請を原則としている「事業復活支援金」について、自身で電

子申請を行うことが困難な事業者のため、申請サポート会場（期間

限定や期日指定も可）の設置に関する国への働き掛け 

 

以 上 


